
 

                            事 務 連 絡  

                   令和３年（２０２１年）６月９日  

 

熊 本 市 長 

指定障害児入所施設設置者 

指定障害者支援施設設置者   

指定共同生活援助事業者 

 

熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 

障がい者支援課長  

 

障害者支援施設等への応援等に係る業務の委託について 

各施設等におかれましては、全国において断続的に新型コロナウイルスの感染の拡大

が継続している中、感染拡大防止に係る様々な対策を講じて、事業継続に御尽力いただ

いており、改めて感謝申し上げます。 

さて、県では、昨年度に引続き、障害者支援施設等で新型コロナウイルス

感染症に係るクラスター等が発生した場合、当該施設等でのサービス提供を

継続し、利用者が安心して生活できるよう、応援職員の調整・派遣等の業務

について、下記のとおり、熊本県知的障がい者施設協会及び熊本県身体障害

児者施設協議会に委託しましたので、お知らせします。 

なお、熊本市におかれては、管内の関係指定事業者に対して周知していた

だきますようお願いします。 

記 

 

１ 委託業務の内容 

新型コロナウイルス感染（クラスター）発生時の応援職員の調整・派遣 

 

２ 応援の依頼 

各施設等内でクラスターが発生し、運営する法人内での人的対応が困難となった場

合の応援職員の派遣依頼の方法については、以下のとおりです。 

（１）依頼方法 

   別添の応援派遣要請書に必要事項を記載のうえ、知的障がい者を主体とする施設

においては、熊本県知的障がい者施設協会へ、身体障がい者を主体とする施設にお

いては、熊本県身体障害児者施設協議会へ応援要請を行ってください。 

（２）依頼先 

  ・熊本県知的障がい者施設協会 

    （住所）熊本市中央区南千反畑町３番７号(熊本県総合福祉センター内) 

    （電話）０９６－３２４－５４６２ 

    （FAX） ０９６－３５５－５４４０ 

    （E-Mail）chitekikyo@kumashakyo.jp 

    （担当者）池尻・福山 

【裏面あり】 

様 



 

  ・熊本県身体障害児者施設協議会 

    （住所）熊本市中央区南千反畑町３番７号(熊本県総合福祉センター内) 

    （電話）０９６－３２４－５４６２ 

    （FAX） ０９６－３５５－５４４０ 

    （E-Mail）shinshoukyo@kumashakyo.jp 

    （担当者）池尻・福山 

 
 
 

 

健康福祉部子ども・障がい福祉局  

障がい者支援課 木村・筧 

直通：０９６－３３３－２２３３ 


